
出水市公告第３８号 

 条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の６第１項及び出水市契約規則（平成１８年出水市規則第４９号）第３条の規定に基づき、次

のとおり公告する。 

令和６年５月７日 

                

出水市長 椎 木 伸 一 

  

１ 業務発注部署 出水市政策経営部企画政策課 

２ 業務名 野田地域活性化施設基本構想等策定業務 

３ 業務概要 

⑴ 業務目的 

出水市では、令和４年度に旧野田町地域が過疎地域の指定を受ける

こととなり、出水市過疎地域持続的発展計画において、野田地域の活

性化を図るため、市民の集いの場や関係人口の創出の場所となるよう

な施設を検討し整備するとしている。それに伴い、野田地域の各種団

体から出席者を求め開催された野田地域活性化施設検討委員会におい

て、旧野田支所跡に屋根付き広場を整備するとの検討結果に至った。 

このような経緯、方針を踏まえ、野田地域の活性化に資する施設を

整備するための基本構想及び基本計画を策定することを目的とする。 

⑵ 業務場所 

 出水市役所政策経営部企画政策課 

⑶ 履行期間 

 契約日から令和７年３月２４日まで 

⑷ 業務内容 

  「野田地域活性化施設基本構想等策定業務仕様書」のとおり 

４ 入札参加資格 

本入札に参加することができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満

たすものとする。 

⑴ 平成２６年度以降に本市を含む地方公共団体において、公共施設の

基本構想または、基本計画策定に係る同種または類似業務の受託実績

を有すること。 

⑵ 本業務を遂行するために必要とされる知識と経験を有する人材を配

置することが可能であること。 

⑶ 九州管内に事務所を有し、本市の要請に対して早急な対応が可能で

あること。 

⑷ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

⑸ 公告日から受託者決定日までの間に、出水市物品調達等有資格業者

の指名停止に関する要綱（平成２０年出水市告示第７０号）第３条及

び出水市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱（平成１８年

出水市告示第１４１号）第３条の規定に基づく指名停止の措置を受け

ていない者であること。 

⑹ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の



申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手

続開始の申立てがなされていない者であること。 

⑺ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号。（以下「暴対法」という。））第２条の暴力団をいう。）

又は暴力団員等（暴対法第２条第６号の暴力団員及び暴力団の構成員

とみなされる者をいう。）又は法人であってその役員が暴力団員でな

いこと。 

⑻ 入札参加申込書の提出期限までに、出水市物品調達等入札参加資格

審査要綱（平成２０年出水市告示第６９号）第４条の規定に基づき、

入札参加登録者名簿に登録されていること。なお、未登録の者は、令

和６年５月１７日（金）までに登録申請を行うこと。 

５ 担当部署 

〒899－0292 

 鹿児島県出水市緑町１番３号 

 出水市 政策経営部 契約検査課 

 電 話 ０９９６－６３－４０６４ 

 ＦＡＸ ０９９６－６３－２２２３ 

 E-mail keiyaku_c@city.izumi.kagoshima.jp 

６ 参加申込書等の 

提出 

⑴ 提出書類 

 ア 入札参加申込書（様式１） 

 イ ４の⑴についての実績一覧（様式２－２） 

 ウ ４の⑵について仕様書「５ 業務の管理技術者、照査技術者及び

主担当技術者」における各予定技術者の経歴等（様式２－２） 

⑵ 提出期限 令和６年５月２４日（金）午後５時１５分 

⑶ 提出方法 持参又は郵送（郵送の場合、簡易書留に限る。提出期限

までに必着のこと。） 

⑷ 提 出 先 政策経営部契約検査課 

７ 質問の受付及び 

回答 

⑴ 質問書の受付 

ア 提出書類 質問書（様式３） 

イ 提出期限 令和６年５月２０日（月）午後５時１５分 

ウ 提出方法 電子メール（keiyaku_c@city.izumi.kagoshima.jp 宛） 

又はＦＡＸで提出し、提出後は必ず、契約検査課へ電話 

で連絡すること。 

エ 提 出 先 政策経営部契約検査課 

⑵ 質問への回答 

ア 回答期限 令和６年５月２２日（水）午後５時１５分 

※ 随時、回答を行うが最終回答期限を示している。 

イ 回答方法 提出された全ての質問及びその回答について、出水市 

 ホームページに公表する。 

８ 参加資格審査 

⑴ 入札参加申込書等を提出した者に対し、提出された書類に基づき参

加資格の審査を行う。 

⑵ 参加資格審査の結果の通知については、入札参加申込書に記載され

た連絡担当者に対し、令和６年５月３１日（金）午後５時１５分まで

に行う。 

⑶ 審査の結果、参加資格があるとされた者でなければ、入札に参加す

ることはできない。 



９ 入札日時等 

⑴ 日 時 

 令和６年６月７日（金）午後１時３０分 

⑵ 場 所 

 鹿児島県出水市緑町１番３号 

出水市役所本庁４階 ４０１会議室 

１０ 入札保証金 免除 

１１ 契約保証金 
契約金額の１００分の１０以上とする。ただし、出水市契約規則第３

９条各号のいずれかに該当する場合は免除する。 

１２ 最低制限価格 なし 

１３ 入札方法等 

⑴ 入札に当たっては、入札参加資格確認通知書の写しを提出すること。 

⑵ 代理による入札をしようとするときは、入札前に代理委任状を提出

すること。 

⑶ 郵便又は電報による入札は認めない。 

⑷ 入札回数は３回までとする。 

ただし、初度の入札に参加しなかった者は再度入札に参加できない。 

更に、再度入札に参加しなかった者又は再度入札において、初度の

入札における最低入札価格より高い価格による入札をした者は再々度

入札に参加できない。 

⑸ 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

⑹ 落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１

００分の１０に相当する額を加算した金額（その金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって

落札価格とするので、入札書は、消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００

に相当する金額を入札書に記載すること。 

１４ 入札の無効 

 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

⑴ 入札に参加する資格がない者のした入札 

⑵ ２以上の入札書（代理人として提出する入札書を含む。）による入

札 

⑶ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札 

⑷ 入札金額以外の記載事項が押印をせずに加除訂正されている入札書

による入札 

⑸ 記載した文字を容易に消字することができる筆記用具を用いて記入

した入札書による入札 

⑹ その他入札条件に違反したと認められる者のした入札 

１５ 落札者の決定 

方法 

⑴ 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格を入札した者を落札者とす

る。 

⑵ ⑴により落札者となるべき者が２者以上ある場合は、くじにより落

札者を決定する。この場合、くじを辞退することはできない。 

１６ 落札者の契約書

案の提出 

 落札者は、落札決定通知を受けた日から５日以内に、契約書の案を提

出しなければならない。 

 なお、提出期限までに契約書の案を提出しないときは、契約の締結を

しない旨の申出をしたものとみなす。 



１７ その他 

⑴ 入札参加申込書及び入札書等の様式は出水市役所ホームページから

ダウンロードすること。 

⑵ 申込書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

⑶ 提出された申込書等の追加、差替え及び再提出は認めない。 

⑷ 提出された書類の返却及び公表はしない。ただし、虚偽の記載があ

った場合等は、必要に応じて開示することがある。 

⑸ 申込書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申込書等

を無効とし、落札決定の取消し、契約締結の保留又は解除等の措置を

とる。 

⑹ 入札執行者が入札の執行に支障があると認めたときは、本業務の入

札を延期又は中止する場合がある。 

 


